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　皆さん、こんにちは。早いもので１
市３町の合併から４年、西方町との合
併から２年半が経過します。また、４
月には岩舟町と合併する今、一つの区
切りとして、合併協定項目の調整状況
について、お知らせします。
◎今年度末までに約94％の調整を完了
　旧市町の事務事業に違いがあること
から、合併時に、一元化のための調整
が必要な事務事業は全体で 2,560 項
目を数え、そのうち「合併後に再編す
る」とされ、新市に引き継がれたもの
は 857 項目ありました。
　 こ の 857 項 目 に つ い て、 定 め ら
れた期限に従い調整作業を行った結
果、予定より早く、今年度末までに約
94％の 805 項目の調整を完了する見
込みです。
◎調整にあたっては様々な意見を集約
　事務事業の調整に当たっては、関係

機関との協議や、地域協
議会・栃木地域まちづく
り検討委員会からのご意
見、市民の皆様からのご意
見などを伺いながら、地域間で不公平
が生じないように慎重に行ってまいり
ました。
◎全ての地域で、市民サービスは質・
量ともに向上
　事務事業の調整の結果、本市の大部
分の市民サービスは、合併前と同じ水
準を維持しています。また、全ての地
域において、市民サービスの向上した
事務事業の件数は、低下した件数を大
きく上回り、市民サービス全体の内容
は質・量ともに向上しています。
　皆さんの身近で実感しないと、市民
サービスが良くなっているとはお気づ
きにならないかもしれませんが、よく
見ていただくと、新しいサービスが導
入されたり、サービスの質が上がった
りしているはずです。どうか、よく周
囲を見渡してみてください。

合併協定項目の調整状況について

栃木市長　鈴木俊美

　小山栃木都市計画 道路の変更に関する案の
縦覧を行います。
◆都市計画の種類及び名称
　①小山栃木都市計画 道路 3･4･402 号新大平
　下駅前線【市決定】
　②小山栃木都市計画 道路 3･4･403 号大平下
　駅前線【市決定】
◆対象となる区域
　大平町富田字熊ノ内、竹ノ内、永宮、上町、
　中町、石川の各一部
◆縦覧期間及び意見書提出期間（※土・日、祝
　日を除く）
▽縦覧期間　3 月 3 日（月）～ 17 日（月）
▽縦覧時間　8 時 30 分～ 17 時 15 分
※なお、都市計画の案について意見のある方は、
意見書提出期間内（期間内必着）に市長あてに
意見書を提出することができます。
◆縦覧場所、意見書の提出先及び問合先
　  都市計画課 ☎ 21 ‐ 2431
　  都市建設課 ☎ 43 ‐ 9215
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主な取扱業務 担当課
・住民票写し、戸籍謄抄本等の交付
・印鑑登録申請、証明書の交付
・住民異動届、戸籍届の受付　など

市民生活課 
　　　　 ☎ 21‐2126

・国民健康保険資格の取得、喪失
・高額療養費支給申請の受付
・国民年金保険料免除、学生納付特例申請の受付
・医療費助成申請の受付
・後期高齢者医療関係届出の受付

保険医療課 
　　　　 ☎ 21‐2131

・市税等の納付受付
・各種税証明の交付　（所得証明、課税証明など）

市民税課 ☎ 21‐2261
資産税課 ☎ 21‐2271
収税課 　☎ 21‐2281

　進学や転勤等により住民票等の異動の
多い時期の土曜日に窓口を開設します。
どうぞお気軽に利用ください。

◇開設日　３月と４月の土曜日（３月１日と４月５日の土曜日は、岩舟町
との合併などに伴い、コンピュータ設備が停止するため、開設しません）
◇開設時間　８時 30 分から 17 時まで
◇開設庁舎　本庁舎（栃木市万町９番 25 号）
◇開設窓口　市民生活窓口・保険医療窓口・税務窓口

市役所本庁舎では

土曜日窓口を開設

　岩舟町との合併などに伴い、コンピュータ設備が停
止するため、4 月４日（金）の本庁舎及び各総合支所の
延長窓口（17 時 15 分～ 19 時）は、誠に申し訳ござ

いませんが、休止させていただきます。

延長窓口を
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※各種取扱業務及び手続きについては、各担当課に問い合わせください。
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